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前号に引き続き、各委員会をご紹介します
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　法人会を運営する上で必要となる諸規程の改廃や、予算、決算の取りまとめなど、会務運営
の根幹の部分を担う総務財政委員会。１０月５日の改選後第１回委員会では、他団体等から法
人会に対し、後援名義の使用許可を求められた場合の対応や、事務局の入居するビルの仕様に
関する案件などについて審議しました。
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副委員長　滝島　克明　マルヰガス東京㈱
　　〃　　　細川　正實　㈱細川設備工業所
　　〃　　　久保　英生　㈲スピカ
　　〃　　　萩生田　豊　㈱エクステリアハギウダ
委　　員　山本　正光　㈱西東京不動産鑑定所
　　〃　　　八木隆一郎　㈱八　木
　　〃　　　山本　法史　社会保険労務士法人山本労務
　　〃　　　三浦　　実　㈱パ　ル
　　〃　　　金林　鐘一　㈱金林商店
　　〃　　　堀田　勝義　㈲堀田製作所
　　〃　　　河西　成幸　河西工芸㈱
　　〃　　　松本　隆司　㈱ＯＲＴＨＲＯＳ  ＤＥＳＩＧＮ
　　〃　　　角澤　重男　㈱角澤商店
　　〃　　　杉浦　健一　㈲宇津木クリーニング
　　〃　　　伊藤　　学　㈱茶　山
　　〃　　　小山木の実　㈲多摩ヘルパーセンター
　　〃　　　水上　浩司　㈱ミナカミ
　　〃　　　船江　栄次　高尾登山電鉄㈱
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　毎年の「税制改正要望」の取り組みや、国税電子申告・納税システム（e-Tax）の会員普及
率１００%達成に向けた施策を担当する税制委員会。１０月１２日の改選後第１回委員会で
は、会員証ステッカーに掲載する、「税に関するキャッチコピー」の募集や、今後の税制改正
要望活動のスケジュールなどについて審議しました。

税　
　

制委
員
会

副委員長　山下　力人　㈱やましたグリーン
　　〃　　　太田　正利　㈲大志茂
　　〃　　　桒田　　彰　㈲クワタハウジング
委　　員　中村　省一　㈱ナカムラ中古車販売
　　〃　　　村田　利夫　㈱ムラタ
　　〃　　　戸田　梅子　㈱戸田工務店
　　〃　　　宮田　　上　中央電子㈱
　　〃　　　古川健太郎　弁護士法人八王子ひまわりパートナーズ
　　〃　　　古屋　昌利　㈲山　善
　　〃　　　髙橋　　誠　東新プラスチック㈱
　　〃　　　井上　知巳　㈱海　苑
　　〃　　　杉浦　　智　(公財)東京富士美術館
　　〃　　　大野　裕史　㈱ダイコー
　　〃　　　戸村　　收　㈱三洋プリント
　　〃　　　小松　政志　㈱高尾輸送サービス
　　〃　　　鈴木　敬子　㈱ぢどり屋エフシー
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　租税教育事業や、環境問題に対する企業の取り組みなどについて協議し、また、小学校の租
税教室の講師も担当する社会貢献委員会。１０月１３日の改選後第１回委員会では、一般市民
を対象とした公開税務説明会の開催や、都条例に基づく「地球温暖化対策報告書」の普及推進、
小学校租税教室への講師派遣体制などについて審議しました。

◎ 委員長、副委員長、委員の敬称は略させていただきました。
◎ 研修・広報・厚生の３委員会は、前号（10月号）でご紹介しています。
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副委員長　山之上　誠　朝日物産㈱
　　〃　　　平野　　実　平和ハウジング㈱
　　〃　　　曾我　益巳　㈲丸屋糸店
委　　員　堺　　尚久　滝山商事㈱
　　〃　　　伊藤　和生　㈲高尾製作所
　　〃　　　石野　貴一　㈱母の手
　　〃　　　天野　　仁　㈱天野家具
　　〃　　　寺田　　晃　㈱花水木
　　〃　　　梅田　友章　㈱エイト
　　〃　　　佐怒賀達矢　㈱八王子エルシィ
　　〃　　　藤田　弘一　㈲三洋商会
　　〃　　　長塚　裕史　㈲長塚京染店
　　〃　　　馬場眞由美　八王子中央ホンダ販売㈱
　　〃　　　尾島　　剛　㈱デカルジャパン
　　〃　　　山﨑　　剛　㈲山﨑モータース
　　〃　　　金田　壽男　㈲金田企画
　　〃　　　八島　國男　㈱エーデン
　　〃　　　酒井　大仁　㈱ファイン
　　〃　　　遠藤　宗克　㈱リースキン西東京
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　会員組織拡充を目的とした未加入法人に対する勧奨活動の手法や、法人会活動を円滑に進め
るための地区・支部組織のあり方などについて協議する組織委員会。９月２４日の改選後第１回
委員会では、２０２１年度の会員増強運動の進め方を議題に取り上げ、会員増強月間の設置や、
オンラインによる入会申込手続きの今秋からの導入などについて審議しました。
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副委員長　新井　　登　㈱新井屋商事
　　〃　　　藤井　信男　㈱藤井商店
　　〃　　　原田　純子　㈱メルヘン
　　〃　　　芦田　春子　㈱テクノメイト
委　　員　杉山　春夫　東新緑地㈱
　　〃　　　山本　周広　㈱山本工務店
　　〃　　　中村　貴幸　㈱ＲＣ建設
　　〃　　　植松日出男　㈲植松建材店
　　〃　　　小俣　能範　うさぎや㈱
　　〃　　　立川　忠治　㈲タチカワホーム
　　〃　　　黒澤　真一　黒富織物㈱
　　〃　　　林　　和男　㈲明　光
　　〃　　　石森　浩元　石森石油㈱
　　〃　　　古里　恵二　㈲ザトペック
　　〃　　　小林　正剛　㈱レミックス
　　〃　　　中村　正晴　㈱中村製材所
　　〃　　　曲渕恵美子　㈱エスティーサービス
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オンラインツアーで『小豆島』の観光を楽しみながら
八王子法人会オリジナルの税金クイズに挑戦！

　大会の第１部として行われた「記念講
演」の講師は、東北経済界で数々の要職
に就く、アイリスオーヤマ㈱代表取締役
会長の大山健太郎氏。同社がガーデニン
グ用品やペット用品の分野で次々に新機
軸を打ち出し、ブームを作り出してきた
ことに触れ、その原点には、自身が良い
と思うもの、あったら便利だと思うもの

を消費者の視点で商品化していく、
「ユーザーイン経営」という発想があっ
たことを紹介しました。さらに、どんな
新商品も３年たてば既存商品となり、他
社との激しい競争にさらされる状況にな
るとし、企業利益を確保するため、常に
７割近い新商品比率を維持し続けている
という同社の特性を解説しました。
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１.財政健全化に向けて
○２０２５年度は団塊の世代がすべて７５歳の後期
高齢者となる節目の年であり、社会保障給付の急
増が見込まれる「２０２５年問題」と称されている。
政府が歳出・歳入の一体改革に本気で取り組めば、
２０２５年度のＰＢ黒字化は決して達成できない目標
ではないことを強調しておきたい。
○感染症拡大が収束段階になった際には、税制だ
けではなく大胆な規制緩和を行うなど、スピード感
をもって日本経済の本格的な回復に向けた施策を
講じる必要がある。なお、相応の需要喚起を行うこ
とも必要ではあるが、それがバラマキ政策となら
ないよう十分配慮すべきである。
○財政健全化は国家的課題であり、コロナ収束後
には本格的な歳出・歳入の一体的改革に入れるよ
う準備を進めることが重要である。歳入では安易
に税の自然増収を前提とすることなく、また歳出に
ついては、聖域を設けずに分野別の具体的な削減
の方策と工程表を明示し、着実に改革を実行する
よう求める。

２．社会保障制度に対する基本的考え方
○社会保障給付費は公費と保険料で構成されて
おり、財政のあり方と密接不可分の関係にある。適
正な「負担」を確保するとともに、「給付」を「重点
化・効率化」によって可能な限り抑制しないかぎり、
持続可能な社会保障制度の構築と財政健全化は
達成できない。
○社会保障は「自助」「公助」「共助」が基本である。
これを踏まえ公平性を確保したうえで、その役割と
範囲を改めて見直す必要がある。次なる新型感染
症が発生した場合に備える意味でも、抜本的な医

療制度改革の議論を開始する必要がある。
○医療は産業政策的に成長分野と位置付け、デジ
タル化対応など大胆な規制改革を行う必要がある。
令和４年度は診療報酬の改定年となるが、給付の
急増を抑制するために診療報酬（本体）の配分等を
見直すとともに、ジェネリックの普及率をさらに高
める。

3．行政改革の徹底
○地方を含めた政府・議会は「まず隗より始めよ」
の精神に基づき自ら身を削り、以下の諸施策につ
いて、直ちに明確な期限と数値目標を定めて改革
を断行するよう強く求める。
・国･地方における議員定数の大胆な削減、歳費の
抑制。厳しい財政状況を踏まえ、国と地方の公
務員削減と能力を重視した賃金体系による人件
費の抑制。

１．新型コロナウイルスへの対応
○中小企業は我が国企業の大半を占め、地域経済
の活性化と雇用の確保などに大きく貢献している。
いわば経済社会の土台ともいえる存在であり、こ
れが立ち行かなくなれば、経済全体にとっても取り
返しのつかない事態に陥る。政府と自治体は複雑
で多岐にわたるコロナ対策の周知・広報を徹底す
るとともに、申請手続きの簡便化やスピーディーな
給付を行い、中小企業が存続を図れるよう全力で
取り組む必要がある。

2．法人税関係
○中小法人に適用される軽減税率の特例１５％を

本則化すべきである。また、昭和５６年以来、８００万
円以下に据え置かれている軽減税率の適用所得
金額を、少なくとも１，６００万円程度に引き上げる。
○租税特別措置については、公平性・簡素化の観
点から、政策目的を達したものは廃止を含めて整
理合理化を行う必要はあるが、中小企業の技術革
新など経済活性化に資する措置は、以下のとおり
制度を拡充したうえで本則化すべきである。
①中小企業投資促進税制については、対象設備を
拡充したうえ、「中古設備」を含める。
②少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特
例措置については、損金算入額の上限（合計３００
万円）を撤廃し全額を損金算入とする。なお、そ
れが直ちに困難な場合は、令和４年３月末日まで
となっている特例措置の適用期限を延長する。

3．消費税関係
○消費税は社会保障の安定財源確保と財政健全
化に欠かせないが、軽減税率制度は事業者の事務
負担が大きいうえ、税制の簡素化、税務執行コスト
および税収確保などの観点から問題が多い。この
ため、かねてから税率１０％程度までは単一税率が
望ましく、低所得者対策は「簡素な給付措置」の見
直しで対応するのが適当であることを指摘してき
た。国民や事業者への影響、低所得者対策の効果
等を検証し、問題があれば同制度の是非を含めて
見直しが必要である。
○消費税の滞納防止は税率の引き上げに伴ってよ
り重要な課題となっている。消費税の制度、執行面
においてさらなる対策を講じる必要がある。
○令和５年１０月からの「適格請求書等保存方式」
導入に向け、本年１０月より「適格請求書発行事業
者」の登録申請がはじまる。新型コロナは小規模事
業者等の事業継続に大きな困難をもたらしており、
さらなる事務負担を求めれば休廃業を加速するこ
とになりかねない。現行の「区分記載請求書等保存
方式」を当面維持するなど、弾力的な対応を求める。

4．事業承継税制関係
○我が国企業の大半を占める中小企業は、地域経
済の活性化や雇用の確保などに大きく貢献してい
る。中小企業が相続税の負担等によって事業が承
継できなくなれば、経済社会の根幹が揺らぐことに
なる。平成３０年度の税制改正では比較的大きな見
直しが行われたが、さらなる抜本的な対応が必要
である。
○我が国の納税猶予制度は、欧州主要国と比較す
ると限定的な措置にとどまっており、欧州並みの本
格的な事業承継税制が必要である。とくに、事業に
資する相続については、事業従事を条件として他
の一般資産と切り離し、非上場株式を含めて事業
用資産への課税を軽減あるいは免除する制度の
創設を求める。
○取引相場のない株式の評価については、企業規

模や業種によって多様であるが、企業価値を高め
るほど株価が上昇し、税負担が増大する可能性が
あるなど、円滑な事業承継を阻害していることが
指摘されている。取引相場のない株式は換金性に
乏しいこと等を考慮し、評価のあり方を見直すべき
である。

　○今般のコロナ禍は国と地方の役割分担の曖昧さ
や行政組織間の意思疎通不足、病院間の特性に応
じた役割分担がなされていなかったことが浮き彫
りとなった。これを機に、緊急時の医療体制を整備
する必要があるが、そのためには国と地方、さらに
自治体間の情報共有が不可欠であり、改めて広域
行政の必要性を強調しておきたい。

 ○地方自身がそれぞれの特色や強みをいかした活
性化戦略を構築し、地域民間の知恵と工夫により、
新たな地場技術やビジネス手法を開発していくこ
とが不可欠である。その際に最も重要なのは、地
方が自立・自助の精神を理念とし、自らの責任で必
要な安定財源の確保や行政改革を企画・立案し実
行していくことである。

○政府は東日本大震災からの復興について、令和
３年度から７年度までの５年間を「第２期復興・創生
期間」と位置付け、令和３年度以降の復興の円滑か
つ着実な遂行を期することとしている。そのために
はこれまでの効果を十分に検証し、予算の執行を
効率化するとともに、原発事故への対応を含めて
引き続き適切な支援を行う必要がある。とりわけ被
災地における企業の定着、雇用確保を図ることが
重要であり、実効性のある措置を講じるよう求める。

○環境問題に対する税制上の対応として、欧米な
どの制度や議論の動向を見極めつつ、既存のエネ
ルギー関係税制との調整を図り、幅広い観点から
十分な検討が行われる必要がある。
○税の意義や税が果たす役割を国民が十分に理
解しているとは言いがたい。学校教育はもとより、
社会全体で租税教育に取り組み、納税意識の向上
を図っていく必要がある。

提言の全文は「全法連ホームページ」で
ご覧いただけます。
https://www.zenkokuhojinkai.or.jp/

Ⅰ 税・財政改革のあり方

Ⅱ 経済活性化と中小企業対策

Ⅲ 地方のあり方

Ⅳ 震災復興等

Ⅴ その他

―― 東京法人会連合会 ――

法人会の「令和４年度税制改正に関する提言」が、9月２１日の公益財団法人全国法人会総連合
（以下「全法連｣）の理事会でまとまった。
同提言は、会員企業からの要望意見、税制改正に関するアンケートなどをもとに税制委員会の審
議を経て、取りまとめられたもので、｢税・財制改革のあり方｣「経済活性化と中小企業対策」「地方の
あり方」｢震災復興等｣「その他」などからなっている。
全法連では、全国７５万会員の声として、財務省、総務省、中小企業庁、自民党、公明党および国会
議員などに対して実現を求めて要望活動を行っている。
さらに、全国41都道県連および440単位会でも、地元選出の国会議員、地方自治体の首長、議長
あて広汎な要望活動を行っている。提言（要約）は次のとおり。

法人会の「令和 4年度税制改正に関する提言」まとまる

コロナ禍の影響はまだ残る。深刻な打撃を
受ける中小企業に、実効性のある対策を！
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